
令和８年度 学校生活のきまり 

文京区立第八中学校 

 

１．礼儀正しくする。 

（１）大きな声であいさつをする。 

（２）名前を呼ばれたら、大きな声で「はい」と返事をする。 

（３）校舎内や校庭などでお客様と出会った時は、元気よくあいさつする。 

（４）目上の人への言葉遣いに気をつける。 

（５）職員室への出入りは「失礼します」「○年○組の□□です」「失礼しました」などあいさつをする。 

荷物、防寒着は廊下に置く。職員室の中には入らない。 

 

２．身だしなみ・服装                                 

（１）標準服                                   

  ①冬服：指定の上着、指定のズボンまたはスカート、指定のネクタイまたはリボン、ワイシャツ、校章 

      ※女子は指定のベストを着用する（男子も着用可）。 

      ※指定の冬服に加え、防寒着として以下のものを着用しても良い。 

       ・セーター（紺・黒・グレーの単色で無地またはワンポイントまでの地味なものとする。着用する

ときは上着から裾や袖をだらしなく出さない） 

・コート類(紺・黒・茶・グレーの単色) 

・ダウンジャケットやマウンテンパーカー等防寒用上着(黒の単色でワンポイント可) 

・手袋、マフラー、ネックウォーマー等(校舎内では着用しない)  

・黒のタイツ・レギンス 

      ※防寒着は、冬服の補助として着用するものとする。登下校時はブレザーを着用する。 

②夏服：指定のズボンまたはスカート、半袖ワイシャツ（男子はアイロンプリントの校章がついたもの） 

※女子は指定のベストを着用する(男子も着用可)。 

※男子の夏服のアイロンプリントの校章は左胸ポケット中央につける（販売店：コモリヤ洋品店）。 

※ポロシャツ（色は紺または白でワンポイント可）の着用を認める。ただし、暑さ対策として夏服 

の代替で着用するものとする。ブレザーと同時に着用しない。 

※５月〜１０月は夏服として長袖ワイシャツを着用しても良い。 

③冬服、夏服の期間は特に定めないので、気候・気温等にあわせて各自で選んで着用する。 

④ベルトは黒、濃茶などでシンプルなものを使用する。ズボンを腰より下げて履かない。 

⑤靴下は安全のためくるぶしが隠れるものとする。色は黒または白でワンポイントまでとする。 

  ⑥上着の袖、ズボンの裾をまくらない。シャツの裾はズボンの中に入れる。袖のボタンを閉める。冬服の場合

はワイシャツの第１ボタンを閉める。スカートは膝が隠れる長さとし、過度に短いもの・長いものを着用し

ない。長袖シャツ姿（ベストやセーター着用時を含む）、ブレザー姿のときはネクタイ・リボンを着用する。 

⑦儀式時は正装(①②の服装。冬服・夏服は季節による)とし、靴下は黒色とする。セーター・レギンスは着用

しない。１学期終業式、２学期始業式はポロシャツも可とする。 

 

(２）頭髪 

①清潔で爽やかな髪型をこころがける。                      

  ②パ－マ、サイドを極端に刈り込んだ髪型、脱色、染色等は禁止とする。整髪料、ワックス等も使用しない。 

  ③肩に付く髪の毛は、必要・指示に応じてゴムで束ねるかピンで結ぶ（ゴムの色は黒、紺、茶とする）。 

（３）その他 

①マニキュア、化粧などで飾らない。まゆげは、いじらない。 

②ネックレス、ブレスレット、ピアス等の装飾品を身に付けない。 

③腕時計を使用する場合は自己責任で時計以外の機能のないものとする。 

④校庭に出るときは靴を履き替える。 

 

 

 

 

 



３．持ちもの                                

（１）学習に必要な物以外は学校に持ってこない。標準服、教科書、上履き、体育着・ジャージ等生徒共通の所

持品には必ず記名をする。 

（２）通学カバンは派手でないものとし、飾りは目印程度の最低限にする。 

（３）他人の持ち物に勝手に触れない。使わない。持ち出さない。 

（４）水筒を持参しても良い。水筒の中身は水・お茶・スポーツドリンクとする。管理は各自の責任とする。他

人の水筒に触れたり、中身を飲んだりしない。飲むのは体育の授業、休み時間または放課後とする。宿泊

行事や校外学習、および休祭日や長期休業中の部活動の水筒持参については別途定める。その他の飲食物

は校内に持ち込まない。 

（５）学校の内外を問わず生徒同士で金銭や物品の貸借をしない。 

（６）身分証は常に携帯する。 

（７）熱中症対策として、登下校時に帽子(キャップ)、日傘、ネッククーラー(冷凍使用するもの)、クールタオル

を使用してもよい。また、保護者からの申し出・医師の診断がある場合に限り、サングラス(調光・偏光は

問わない)の使用を認める。汗拭きシートは無香料のものに限り使用を認める（ゴミは各自持ち帰る)。 

 

４．登校・下校                                     

（１）登校時間は8:00～8:15とする（8:15には着席を完了する）。学習室の利用者は7:40～とする。 

（２）遅刻した場合は職員室に寄り、職員室の先生に報告し、遅刻カードをもらってから教室に入る。 

（３）下校時刻は、月・木 15:20 / 水  14:30 / 火・金  15:30とする。 

（４）部活動、委員会活動、学級・学年活動、補習などで下校時刻が遅くなる場合は、担当や顧問の先生の指導 

で下校する。 ※放課後活動を行う友だちの帰りを待たない。   

（５）最終下校時刻は17:30とする。顧問や担当の先生の指導の下で下校する。 

（６）登下校の途中で寄り道、飲食は厳禁とする。             

（７）下校後に忘れ物を取りに来ない。やむをえないときは標準服、または体育着・学校ジャージで17:30まで 

   に来る。その際は職員室に用件を申し出る。なお教職員がいない場合は校舎内には入れない。 

（８）自転車通学は禁止する。 

 

５．朝読書 

（１）カバンをロッカーにしまった状態で、8:15から朝読書をスタートする。 

（２）本は各自で用意する。家から持参しても学校図書館で借りてもよい。学級文庫を読んでもよい。 

 

６．授業・学習 

（１）教科担当の先生の指示に従って、真剣かつ積極的に参加する。 

（２）授業開始前に準備を済ませておく。忘れ物をした場合は授業開始前に教科の先生に申し出る。 

（３）学習時間をしっかりとり、自主的な家庭学習に取り組む。 

（４）タブレットは先生の指示に従って使用する。学習に関係のあること以外で使用しない。 

 

７．休み時間                            

（１）休み時間の間に、次の授業の準備、特別教室や体育館、校庭への移動、着替えやトイレ等を済ませる。 

（２）廊下、階段では静かにし、校舎内で騒ぐ、走る、暴れる、悪ふざけをする等の危険な行動をしない。 

（３）他学年のフロアや他の学級の教室には入らない（先生の許可を得て通行することはできる）。 

（４）始業のチャイムが鳴った時には着席を完了する。 

（５）休み時間に忘れ物を自宅に取りに帰ることは禁止する。 

（６）昼休みは校庭・体育館で遊ぶことができる。校庭、体育館で寝そべらない。 

（７）昼休みのボール等の貸し出しについては、身分証を担当の生徒会本部役員に渡し、ボール等と交換する。

ボール等を勝手に持ち出す、蹴る、校舎に当てる等の行為は禁止する。 

※安全面に配慮するためのルールである（例えば「ボールが強く顔や体に当たる」「校舎の器物が壊れる」

などがないように）。きまりが守れない場合は、一定期間ボール等の使用を禁止する。 

 

 

 

 



８．給食時間                                           

（１）食事前に手洗い、うがいを行い速やかに準備する。特に４校時が特別教室の場合速やかにする。 

（２) 給食当番（盛り付け当番）は白衣、帽子、マスクを着用して、速やかに準備する。 

（３）給食委員の「いただきます」の挨拶で、全員で揃って食べ始める。                  

（４）給食委員の「ごちそうさま」の挨拶をするまでは立ち歩かず、自席で過ごす。 

（５）給食の終了時刻（12:55）までは教室を出ない。 

 

 

９．清掃 

（１）各学級に分担された場所を清掃する。担当の先生の指示に従う。 

（２）清掃以外でも日頃から環境美化に努める。消しゴムのカスは床へ落とさず、ゴミ箱へ捨てる。特に特別教室は全

学年の生徒が使うので、お互いが気持ちよく使えるように綺麗にする。 

 

１０．部活動 

（１）顧問の先生の指示に従い、別紙の部活動規則に沿って活動する。 

 

１１．諸連絡                                     

（１）当日の欠席・遅刻は、8:00までに保護者が専用アプリを通じて連絡する。遅刻した場合は、必ず職員室に寄

り「遅刻カード」を受け取ってから教室に入る。 

（２）欠席、遅刻、早退が事前にわかる場合は、保護者が専用アプリを通じて連絡する。 

（３）体育の授業を見学する場合、保護者が専用アプリで「その他」として連絡する。 

（４）早退した場合、帰宅後学校に電話連絡を入れる。 

      

１２．その他                                     

（１）特別教室に移動した後は、教室に忘れ物を取りに行かない。 

（２）公共物を大切に扱う。もし壊したり汚してしまったりした場合は速やかに先生に申し出る。 

（３）個別の配慮等の要望がある場合は担当の先生に申し出て相談する。 

 

 

 

 


